
ISO 14001 南信州宣言 規格要求事項及び環境マニュアル対比一覧 
 

日 時  ○○○○年○○月 
事業所  □□□株式会社 

 
№ 規格要求事項 事業所の環境マニュアル 
■ 4 組織の状況 
◆ 4.1 組織及びその状況の理解 

１ 
 

組織は，組織の目的に関連し，かつ，

その環境マネジメントシステムの意図し

た成果を達成する組織の能力に影響を与

える，外部及び内部の課題を決定しなけ

ればならない。 

 

 

２ こうした課題には，組織から影響を受

ける又は組織に影響を与える可能性があ

る環境状態を含めなければならない。 

 

 

◆ 4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解 

３ 組織は，次の事項を決定しなければな

らない。 

a) 環境マネジメントシステムに関連す

る利害関係者 

b) それらの利害関係者の，関連するニ

ーズ及び期待（すなわち，要求事項）

c) それらのニーズ及び期待のうち，組

織の順守義務となるもの 
 

 

◆ 4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定 

４ 組織は，環境マネジメントシステムの

適用範囲を定めるために，その境界及び

適用可能性を決定しなければならない。

 

 

５ この適用範囲を決定するとき，組織は，

次の事項を考慮しなければならない。 

a) 4.1 に規定する外部及び内部の課題 

b) 4.2 に規定する順守義務 

c) 組織の単位，機能及び物理的境界 

d) 組織の活動，製品及びサービス 

e) 管理し影響を及ぼす，組織の権限及

び能力 

適用範囲が定まれば，その適用範囲の

中にある組織の全ての活動，製品及びサ

ービスは，環境マネジメントシステムに

含まれている必要がある。 

 

 



６ 環境マネジメントシステムの適用範囲

は，文書化した情報として維持しなけれ

ばならず，かつ，利害関係者がこれを入

手できるようにしなければならない。 

 

 

◆ 4.4 環境マネジメントシステム 
７ 環境パフォーマンスの向上を含む意図

した成果を達成するため，組織は，この

規格の要求事項に従って，必要なプロセ

ス及びそれらの相互作用を含む，環境マ

ネジメントシステムを確立し，実施し，

維持し，かつ，継続的に改善しなければ

ならない。 

 

 

８ 環境マネジメントシステムを確立し維

持するとき，組織は，4.1 及び 4.2 で得た

知識を考慮しなければならない。 

 

 

■ 5 リーダーシップ 
◆ 5.1 リーダーシップ及びコミットメント 

９ トップマネジメントは，次に示す事項

によって，環境マネジメントシステムに

関するリーダーシップ及びコミットメン

トを実証しなければならない。 

a) 環境マネジメントシステムの有効性

に説明責任を負う。 

b) 環境方針及び環境目標を確立し，そ

れらが組織の戦略的な方向性及び組

織の状況と両立することを確実にす

る。 

c) 組織の事業プロセスヘの環境マネジ

メントシステム要求事項の統合を確

実にする。 

d) 環境マネジメントシステムに必要な

資源が利用可能であることを確実に

する。 

e) 有効な環境マネジメント及び環境マ

ネジメントシステム要求事項への適

合の重要性を伝達する。 

f) 環境マネジメントシステムがその意

図した成果を達成することを確実に

する。 

g) 環境マネジメントシステムの有効性

に寄与するよう人々を指揮し，支援

する。 

h) 継続的改善を促進する。 

 



i) その他の関連する管理層がその責任

の領域においてリーダーシップを実

証するよう，管理層の役割を支援す

る。 

注記 この規格で“事業”という場

合，それは，組織の存在の目

的の中核となる活動という広

義の意味で解釈され得る。 

 
◆ 5.2 環境方針 

10 トップマネジメントは，組織の環境マ

ネジメントシステムの定められた適用範

囲の中で，次の事項を満たす環境方針を

確立し，実施し，維持しなければならな

い。 

a) 組織の目的，並びに組織の活動，製

品及びサービスの性質，規模及び環

境影響を含む組織の状況に対して適

切である。 

b) 環境目標の設定のための枠組みを示

す。 

c) 汚染の予防,及び組織の状況に関連

するその他の固有なコミットメント

を含む環境保護に対するコミットメ

ントを含む。 

注記 環境保護に対するその他の固

有なコミットメントには，持

続可能な資源の利用，気候変

動の緩和及び気候変動への適

応，並びに生物多様性及び生

態系の保護を含み得る。 

d) 組織の順守義務を満たすことへのコ

ミットメントを含む。 
e) 環境パフォーマンスを向上させるた

めの環境マネジメントシステムの継

続的改善へのコミットメントを含む。

 

 

11 環境方針は，次に示す事項を満たさな

ければならない。 

－ 文書化した情報として維持する。 

－ 組織内に伝達する。 

－ 利害関係者が入手可能である。 

 

 

◆ 5.3 組織の役割，責任及び権限 

12 トップマネジメントは，関連する役割

に対して，責任及び権限が割り当てられ，

組織内に伝達されることを確実にしなけ

ればならない。 

 



 
13 トップマネジメントは，次の事項に対

して，責任及び権限を割り当てなければ

ならない。 

a) 環境マネジメントシステムが，この

規格の要求事項に適合することを確

実にする。 

b) 環境パフォーマンスを含む環境マネ

ジメントシステムのパフォーマンス

をトップマネジメントに報告する。

 

 

■ 6 計画 

◆ 6.1 リスク及び機会への取組み 

▲ 6.1.1 一般 

14 組織は，6.1.1～6.1.4 に規定する要求事

項を満たすために必要なプロセスを確立

し，実施し，維持しなければならない｡ 

環境マネジメントシステムの計画を策

定するとき，組織は，次の a)～c)を考慮

し， 

a) 4.1 に規定する課題 

b) 4.2 に規定する要求事項 

c) 環境マネジメントシステムの適用範

囲 

 

 

15 次の事項のために取り組む必要があ

る，環境側面（6.1.2 参照），順守義務（6.1.3
参照）並びに 4.1 及び 4.2 で特定したその

他の課題及び要求事項に関連する，リス

ク及び機会を決定しなければならない。

－ 環境マネジメントシステムが，その

意図した成果を達成できるという確

信を与える。 

－ 外部の環境状態が組織に影響を与え

る可能性を含め，望ましくない影響

を防止又は低減する。 

－ 継続的改善を達成する。 

 

 

16 組織は，環境マネジメントシステムの

適用範囲の中で，環境影響を与える可能

性のあるものを含め，潜在的な緊急事態

を決定しなければならない。 

 

 

17 組織は，次に関する文書化した情報を

維持しなければならない。 

－ 取り組む必要があるリスク及び機会

－ 6.1.1～6.1.4 で必要なプロセスが計

画どおりに実施されるという確信を

 



もつために必要な程度の，それらの

プロセス 

 
▲ 6.1.2 環境側面 

18 組織は，環境マネジメントシステムの

定められた適用範囲の中で，ライフサイ

クルの視点を考慮し，組織の活動，製品

及びサービスについて，組織が管理でき

る環境側面及び組織が影響を及ぼすこと

ができる環境側面，並びにそれらに伴う

環境影響を決定しなければならない。 

 

 

19 環境側面を決定するとき，組織は，次

の事項を考慮に入れなければならない。

a) 変更。これには，計画した又は新規

の開発，並びに新規の又は変更され

た活動，製品及びサービスを含む。

b) 非通常の状況及び合理的に予見でき

る緊急事態 

 

 

20 組織は，設定した基準を用いて，著し

い環境影響を与える又は与える可能性の

ある側面（すなわち，著しい環境側面）

を決定しなければならない。 

 

 

21 組織は，必要に応じて，組織の種々の

階層及び機能において，著しい環境側面

を伝達しなければならない。 

 

 

22 組織は，次に関する文書化した情報を

維持しなければならない。 

－ 環境側面及びそれに伴う環境影響 

－ 著しい環境側面を決定するために用

いた基準 

－ 著しい環境側面 

注記 著しい環境側面は，有害な環

境影響（脅威）又は有益な環

境影響（機会）に関連するリ

スク及び機会をもたらし得

る。 

 

 

▲ 6.1.3 順守義務 

23 組織は，次の事項を行わなければなら

ない。 

a) 組織の環境側面に関する順守義務を

決定し，参照する。 
b) これらの順守義務を組織にどのよう

に適用するかを決定する。 

 



c) 環境マネジメントシステムを確立

し，実施し，維持し，継続的に改善す

るときに，これらの順守義務を考慮に

入れる。 

 
24 組織は，順守義務に関する文書化した

情報を維持しなければならない。  
注記 順守義務は，組織に対するリ

スク及び機会をもたらし得

る。 

 

 

▲ 6.1.4 取組みの計画策定 

25 組織は，次の事項を計画しなければな

らない。 

a) 次の事項への取組み 

  1) 著しい環境側面 

  2)  順守義務 

  3) 6.1.1 で特定したリスク及び機会

b) 次の事項を行う方法 

  1) その取組みの環境マネジメント

システムプロセス（6.2，箇条 7，
箇条 8 及び 9.1 参照）又は他の事

業プロセスヘの統合及び実施 

  2) その取組みの有効性の評価（9.1
参照） 

 

 

26 これらの取組みを計画するとき，組織

は，技術上の選択肢，並びに財務上，運

用上及び事業上の要求事項を考慮しなけ

ればならない。 

 

 

◆ 6.2 環境目標及びそれを達成するための計画策定 
▲ 6.2.1 環境目標 

27 組織は，組織の著しい環境側面及び関

連する順守義務を考慮に入れ，かつ，リ

スク及び機会を考慮し，関連する機能及

び階層において，環境目標を確立しなけ

ればならない。 

 

 

28 環境目標は，次の事項を満たさなけれ

ばならない。 

a) 環境方針と整合している。 

b) （実行可能な場合）測定可能である。

c) 監視する。 

d) 伝達する。 

e) 必要に応じて，更新する。 

 

 



29 組織は，環境目標に関する文書化した

情報を維持しなければならない。 

 

 

▲ 6.2.2 環境目標を遣成するための取組み

の計画策定 
 

30 組織は，環境目標をどのように達成す

るかについて計画するとき，次の事項を

決定しなければならない。 

a) 実施事項 

b) 必要な資源 

c) 責任者 

d) 達成期限 

e) 結果の評価方法。これには，測定可

能な環境目標の達成に向けた進捗を

監視するための指標を含む（9.1.1 参

照）。 

 

 

31 組織は，環境目標を達成するための取

組みを組織の事業プロセスにどのように

統合するかについて，考慮しなければな

らない。 

 

 

■ 7 支援 

◆ 7.1 資源 

32 組織は，環境マネジメントシステムの

確立，実施，維持及び継続的改善に必要

な資源を決定し，提供しなければならな

い。 

 

 

◆ 7.2 力量 

33 組織は，次の事項を行わなければなら

ない。 

a) 組織の環境パフォーマンスに影響を

与える業務，及び順守義務を満たす

組織の能力に影響を与える業務を組

織の管理下で行う人（又は人々）に

必要な力量を決定する。 

b) 適切な教育，訓練又は経験に基づい

て，それらの人々が力量を備えてい

ることを確実にする。 

c) 組織の環境側面及び環境マネジメン

トシステムに関する教育訓練のニー

ズを決定する。 

d) 該当する場合には，必ず，必要な力

量を身に付けるための処置をとり，

とった処置の有効性を評価する。 

注記 適用される処置には，例えば，

現在雇用している人々に対す

 



る，教育訓練の提供，指導の実

施，配置転換の実施などがあ

り，また，力量を備えた人々の

雇用，そうした人々との契約締

結などもあり得る。 

 
34 組織は，力量の証拠として，適切な文

書化した情報を保持しなければならな

い。 

 

 

◆ 7.3 認識 

35 組織は，組織の管理下で働く人々が次

の事項に関して認識をもつことを確実に

しなければならない。 

a) 環境方針 

b) 自分の業務に関係する著しい環境側

面及びそれに伴う顕在する又は潜在

的な環境影響 

c) 環境パフォーマンスの向上によって

得られる便益を含む，環境マネジメ

ントシステムの有効性に対する自ら

の貢献 

d) 組織の順守義務を満たさないことを

含む，環境マネジメントシステム要

求事項に適合しないことの意味 

 

 

◆ 7.4 コミュニケーション  
▲ 7.4.1 一般  
36 組織は，次の事項を含む，環境マネジ

メントシステムに関連する内部及び外部

のコミュニケーションに必要なプロセス

を確立し，実施し，維持しなければなら

ない。 

a) コミュニケーションの内容 

b) コミュニケーションの実施時期 

c) コミュニケーションの対象者 

d) コミュニケーションの方法 

 
37 コミュニケーションプロセスを確立す

るとき，組織は，次の事項を行わなけれ

ばならない。 

－ 順守義務を考慮に入れる。 

－ 伝達される環境情報が，環境マネジ

メントシステムにおいて作成される

情報と整合し，信頼性があることを

確実にする。 

 

 



38 組織は，環境マネジメントシステムに

ついての関連するコミュニケーションに

対応しなければならない。 

 

 

39 組織は，必要に応じて，コミュニケー

ションの証拠として，文書化した情報を

保持しなければならない。 

 

 

▲ 7.4.2 内部コミュニケーション 

40 組織は，次の事項を行わなければなら

ない。 

a) 必要に応じて，環境マネジメントシ

ステムの変更を含め，環境マネジメ

ントシステムに関連する情報につい

て，組織の種々の階層及び機能間で

内部コミュニケーションを行う。 

b) コミュニケーションプロセスが，組

織の管理下で働く人々の継続的改善

への寄与を可能にすることを確実に

する。 

 

 

▲ 7.4.3 外部コミュニケーション 

41 組織は，コミュニケーションプロセス

によって確立したとおりに，かつ，順守

義務による要求に従って，環境マネジメ

ントシステムに関連する情報について外

部コミュニケーションを行わなければな

らない。 

 

 

◆ 7.5 文書化した情報 

▲ 7.5.1 一般 

42 組織の環境マネジメントシステムは，

次の事項を含まなければならない。 

a) この規格が要求する文書化した情報

b) 環境マネジメントシステムの有効性

のために必要であると組織が決定し

た，文書化した情報 

注記 環境マネジメントシステムの

ための文書化した情報の程度

は，次のような理由によって，

それぞれの組織で異なる場合

がある。 

－ 組織の規模，並びに活動，プロセス，

製品及びサービスの種類 

－ 順守義務を満たしていることを実証

する必要性 

－ プロセス及びその相互作用の複雑さ

－ 組織の管理下で働く人々の力量 

 



 
▲ 7.5.2 作成及び更新 
43 文書化した情報を作成及び更新する

際，組織は，次の事項を確実にしなけれ

ばならない。 

a) 適切な識別及び記述（例えば，タイ

トル，日付，作成者，参照番号） 

b) 適切な形式（例えば，言語，ソフト

ウェアの版，図表）及び媒体（例え

ば，紙，電子媒体） 

c) 適切性及び妥当性に関する，適切な

レビュー及び承認 

 

 

▲ 7.5.3 文書化した情報の管理 

44 環境マネジメントシステム及びこの規

格で要求されている文書化した情報は，

次の事項を確実にするために，管理しな

ければならない。 

a) 文書化した情報が，必要なときに，

必要なところで，入手可能かつ利用

に適した状態である。 

b) 文書化した情報が十分に保護されて

いる（例えば，機密性の喪失，不適

切な使用及び完全性の喪失からの保

護）。 

 

 

45 文書化した情報の管理に当たって，組

織は，該当する場合には，必ず，次の行

動に取り組まなければならない。 

－ 配付，アクセス，検索及び利用 

－ 読みやすさが保たれることを含む，

保管及び保存 

－ 変更の管理（例えば，版の管理） 

－ 保持及び廃棄 

 

 

46 環境マネジメントシステムの計画及び

運用のために組織が必要と決定した外部

からの文書化した情報は，必要に応じて

識別し，管理しなければならない。 

注記 アクセスとは，文書化した情

報の閲覧だけの許可に関する

決定，又は文書化した情報の

閲覧及び変更の許可及び権限

に関する決定を意味し得る。 

 

 

■ 8 運用 

◆ 8.1 運用の計画及び管理 



47 組織は，次に示す事項の実施によって，

環境マネジメントシステム要求事項を満

たすため，並びに 6.1 及び 6.2 で特定した

取組みを実施するために必要なプロセス

を確立し，実施し，管理し，かつ，維持

しなければならない。 

－ プロセスに関する運用基準の設定 

－ その運用基準に従った，プロセスの

管理の実施 

注記 管理は，工学的な管理及び手順

を含み得る。管理は，優先順位

（例えば，除去，代替，管理的

な対策）に従って実施されるこ

ともあり，また，個別に又は組

み合わせて用いられることも

ある。 

 

 

48 組織は，計画した変更を管理し，意図

しない変更によって生じた結果をレビュ

ーし，必要に応じて，有害な影響を緩和

する処置をとらなければならない。 

 

 

49 組織は，外部委託したプロセスが管理

されている又は影響を及ぼされているこ

とを確実にしなければならない。 

 

 

50 これらのプロセスに適用される，管理

する又は影響を及ぼす方式及び程度は，

環境マネジメントシステムの中で定めな

ければならない。 

 

 

51 ライフサイクルの視点に従って，組織

は，次の事項を行わなければならない。

a) 必要に応じて，ライフサイクルの各

段階を考慮して，製品又はサービス

の設計及び開発プロセスにおいて，

環境上の要求事項が取り組まれてい

ることを確実にするために，管理を

確立する。 

b) 必要に応じて，製品及びサービスの

調達に関する環境上の要求事項を決

定する。 

c) 請負者を含む外部提供者に対して，

関連する環境上の要求事項を伝達す

る。 

d) 製品及びサービスの輸送又は配送

（提供），使用，使用後の処理及び最

 



終処分に伴う潜在的な著しい環境影

響に関する情報を提供する必要性に

ついて考慮する。 

 
52 組織は，プロセスが計画どおりに実施

されたという確信をもつために必要な程

度の，文書化した情報を維持しなければ

ならない。 

 

 

◆ 8.2 緊急事態への準備及び対応  
53 組織は，6.1.1 で特定した潜在的な緊急

事態への準備及び対応のために必要なプ

ロセスを確立し，実施し，維持しなけれ

ばならない。 

 

 

54 組織は，次の事項を行わなければなら

ない。 

a) 緊急事態からの有害な環境影響を防

止又は緩和するための処置を計画す

ることによって，対応を準備する。

b) 顕在した緊急事態に対応する。 

c) 緊急事態及びその潜在的な環境影響

の大きさに応じて，緊急事態による

結果を防止又は緩和するための処置

をとる。 

d) 実行可能な場合には，計画した対応

処置を定期的にテストする。 

e) 定期的に，また特に緊急事態の発生

後又はテストの後には，プロセス及

び計画した対応処置をレビューし，

改訂する。 

f) 必要に応じて，緊急事態への準備及び

対応についての関連する情報及び教

育訓練を，組織の管理下で働く人々

を含む関連する利害関係者に提供す

る。 

 

 

55 組織は，プロセスが計画どおりに実施

されるという確信をもつために必要な程

度の，文書化した情報を維持しなければ

ならない。 

 

 

■ 9 パフォーマンス評価  
◆ 9.1 監視，測定，分析及び評価  
▲ 9.1.1 一般  
56 組織は，環境パフォーマンスを監視し，

測定し，分析し，評価しなければならな
 



い。 

 
57 組織は，次の事項を決定しなければな

らない。 

a) 監視及び測定が必要な対象 

b) 該当する場合には，必ず，妥当な結

果を確実にするための，監視，測定，

分析及び評価の方法 

c) 組織が環境パフォーマンスを評価す

るための基準及び適切な指標 

d) 監視及び測定の実施時期 

e) 監視及び測定の結果の，分析及び評

価の時期 

 

 

58 組織は，必要に応じて，校正された又

は検証された監視機器及び測定機器が使

用され，維持されていることを確実にし

なければならない。 

 

 

59 組織は，環境パフォーマンス及び環境

マネジメントシステムの有効性を評価し

なければならない。 

 

 

60 組織は，コミュニケーションプロセス

で特定したとおりに，かつ，順守義務に

よる要求に従って，関連する環境パフォ

ーマンス情報について，内部と外部の双

方のコミュニケーションを行わなければ

ならない。 

 

 

61 組織は，監視，測定，分析及び評価の

結果の証拠として，連切な文書化した情

報を保持しなければならない。 

 

 

▲ 9.1.2 順守評価 

62 組織は，順守義務を満たしていること

を評価するために必要なプロセスを確立

し，実施し，維持しなければならない。

 

 

63 組織は，次の事項を行わなければなら

ない。 

a) 順守を評価する頻度を決定する。 

b) 順守を評価し，必要な場合には，処

置をとる。 

c) 順守状況に関する知識及び理解を維

持する。 

 

 



64 組織は，順守評価の結果の証拠として，

文書化した情報を保持しなければならな

い。 

 

 

◆ 9.2 内部監査 

▲ 9.2.1 一般 

65 組織は，環境マネジメントシステムが

次の状況にあるか否かに関する情報を提

供するために，あらかじめ定めた間隔で

内部監査を実施しなければならない。 

a) 次の事項に適合している。 

  1) 環境マネジメントシステムに関

して，組織自体が規定した要求事

項 

  2) この規格の要求事項 

b) 有効に実施され，維持されている。 

 

 

▲ 9.2.2 内部監査プログラム 

66 組織は，内部監査の頻度，方法，責任，

計画要求事項及び報告を含む，内部監査

プログラムを確立し，実施し，維持しな

ければならない。 

 

 

67 内部監査プログラムを確立するとき，

組織は，関連するプロセスの環境上の重

要性，組織に影響を及ぼす変更及び前回

までの監査の結果を考慮に入れなければ

ならない。 

 

 

68 組織は，次の事項を行わなければなら

ない。 

a) 各監査について，監査基準及び監査範

囲を明確にする。 
b) 監査プロセスの客観性及び公平性を

確保するために，監査員を選定し，

監査を実施する。 

c) 監査の結果を関連する管理層に報告

することを確実にする。 
 

 

69 組織は，監査プログラムの実施及び監

査結果の証拠として，文書化した情報を

保持しなければならない。 

 

 

◆ 9.3 マネジメントレビュー 

70 トップマネジメントは，組織の環境マ

ネジメントシステムが，引き続き，適切，

妥当かつ有効であることを確実にするた

 



めに，あらかじめ定めた間隔で，環境マ

ネジメントシステムをレビューしなけれ

ばならない。 

 
71 マネジメントレビューは，次の事項を

考慮しなければならない。 

a) 前回までのマネジメントレビューの

結果とった処置の状況 

b) 次の事項の変化 

  1) 環境マネジメントシステムに関

連する外部及び内部の課題 

  2) 順守義務を含む，利害関係者のニ

ーズ及び期待 

  3) 著しい環境側面 

  4) リスク及び機会 

c) 環境目標が達成された程度 

d) 次に示す傾向を含めた，組織の環境

パフォーマンスに関する情報 

  1) 不適合及び是正処置 

  2) 監視及び測定の結果 

  3) 順守義務を満たすこと 

  4) 監査結果 

e) 資源の妥当性 

f) 苦情を含む，利害関係者からの関連す

るコミュニケーション 
g) 継続的改善の機会 

 

 

72 マネジメントレビューからのアウトプ

ットには，次の事項を含めなければなら

ない。 

－ 環境マネジメントシステムが，引き

続き，適切，妥当かつ有効であるこ

とに関する結論 

－ 継続的改善の機会に関する決定 

－ 資源を含む，環境マネジメントシス

テムの変更の必要性に関する決定 

－ 必要な場合には，環境目標が達成さ

れていない場合の処置 

－ 必要な場合には，他の事業プロセス

ヘの環境マネジメントシステムの統

合を改善するための機会 

－ 組織の戦略的な方向性に関する示唆

 

 

73 組織は，マネジメントレビューの結果

の証拠として，文書化した情報を保持し

なければならない。 

 

 

■ 10 改善 



◆ 10.1 一般 

74 組織は，環境マネジメントシステムの

意図した成果を達成するために改善の機

会（9.1，9.2 及び 9.3 参照）を決定し，

必要な取組みを行わなければならない。

 

 

◆ 10.2 不適合及び是正処置 

75 不適合が発生した場合，組織は，次の

事項を行わなければならない。 

a) その不適合に対処し，該当する場合

には，必ず，次の事項を行う。 

  1) その不適合を管理し，修正するた

めの処置をとる。 

  2) 有害な環境影響の緩和を含め，そ

の不適合によって起こった結果

に対処する。 

b) その不適合が再発又は他のところで

発生しないようにするため，次の事

項によって，その不適合の原因を除

去するための処置をとる必要性を評

価する。 

  1) その不適合をレビューする。 

  2) その不適合の原因を明確にする。

  3) 類似の不適合の有無，又はそれが

発生する可能性を明確にする。 

c) 必要な処置を実施する。 

d) とった是正処置の有効性をレビュー

する。 

e) 必要な場合には，環境マネジメントシ

ステムの変更を行う。 
 

 

76 是正処置は，環境影響も含め，検出さ

れた不適合のもつ影響の著しさに応じた

ものでなければならない。 

 

 

77 組織は，次に示す事項の証拠として，

文書化した情報を保持しなければならな

い。 

－ 不適合の性質及びそれに対してとっ

た処置 

－ 是正処置の結果 

 

 

◆ 10.3 継続的改善  
78 組織は，環境パフォーマンスを向上さ

せるために，環境マネジメントシステム

の適切性，妥当性及び有効性を継続的に

改善しなければならない。 

 

 



 


